４　いじめの発見，指導，組織的対応
　　　　　いじめの発見・通報を受けた場合は，特定の教職員で抱え込むことなく組織的に対応する必要があります。
(1)　いじめの発見と報告
自分の判断だけでなく，解決を焦らない
必ず報告
・いじめが疑われるような言動を目撃
・学校における様々な場面で気になる言葉を発見
・子どもや保護者からの訴え
・「生活に関わるアンケート」から発見
・同僚，学年会，職員会等からの情報提供





学級担任


いじめ・不登校等対策委員会
校長

最初に認知した教職員

教頭


全職員

学年会

※学年会には、教頭も加わり、情報共有をする


(2)　対応する職員の編成
　校長，教頭，生徒指導主事，教務主任，担任，養護教諭，市教育相談員，ＳＣ等事案に応じて柔軟に編成する。
(3) 対応方針の決定と役割分担
①　情報の整理
②　対応方針
③　役割分担

(4)　事実の究明と支援・指導
　　　いじめの状況，いじめのきっかけ等をじっくりと聞き，事実に基づく指導が行えるようにする。聴き取りは，被害者→周囲にいる者（冷静に状況をとらえている者）→加害者の順を基本にするが，状況によって同時進行で進めていく場合もある。可能な限り，その日の内に事実の究明を行う。
　　【留意事項】
　　　○人目に付かないような，また安心して話せるような時間帯，場所に配慮する。
　　　○情報の食い違い等を複数の教員で確認しながら聴き取りを進める。
　　　○聴き取り終了後は当該児童を自宅まで送り届け，保護者に直接説明する。
　　　○注意，叱責，説教だけで終わることのないようにする。
　　　○ただ謝ることだけで終わらせる指導としないようにする。
　　　○聴き取りの際は、時系列を意識して丁寧に記録をとる。
　　　○月初めには、市教委にいじめ事案についての報告を行う。
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